
消費生活センター（本庁舎2階）☎ (23)８８９９  FAX（23）８８２０

とちぎとちぎ　「食品ロス」とは、まだ食べられる状態なのに捨てら
れてしまう食品のことです。家庭だけでなく、スーパー
やコンビニ、飲食店、食品会社等からも食品ロスは発生
しています。令和 3年度の食品ロスの量は 523万トン
（令和 5年６月公表）であり、国民１人当たり、毎日お
にぎり１個分（114ｇ）を捨てている計算になります。
食品ロスを減らすために、少しの意識や工夫を行い、で
きることから始めてみましょう！

今日からできる食品ロス削減のポイントをご紹介します
・買い物の前に、冷蔵庫や食品庫にある食材をチェック
する。
→買う物をメモしておくと、既にある食品を重ねて買っ
てしまうことを防げます。

・まとめて下処理をする。
　→冷凍・乾燥・塩蔵などでストックをしましょう。
・残っている食材から使う。
　→「いつか食べる」食品は、食品ロス予備軍！定期的
に冷蔵庫などを整理しましょう。
・期限表示を知って、賢く買い物をする。
　→お店で買った商品の袋や容器に「消費期限」か「賞
味期限」のどちらかが表示されています。「消費期限」
は安全に食べられる期限、「賞味期限」は美味しく食べ
られる期限です。ふたつの違いを理解して、適切に美味
しく食べましょう。

　「もったいない」を意識し、食材を無駄なく使って、
食品ロスを減らしましょう！

食品ロスを減らそう︕

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相 談 日 時 場 所 問 合 先

弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）

※予約開始
　 12 月分：11/1（水）～
　 1 月分：12/1（金）～
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

11月10日（金）、24日（金）、12月8日（金）、
22日（金）10時～12時 本庁舎 2階市民相談室 市民生活課

☎（21）2122
11月16日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830
11月20日（月）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室

市民生活課
☎（21）2122

12月19日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
11月28日（火）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室
12月21日（木）10時～12時 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

法律相談（要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催 11月7日（火）、21日（火）9時～12時 大平地域福祉センターふるさとふれあい館

社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：11/1（水）8時 30 分～ 11月17日（金）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：11/1（水）8時30分～ 11月15日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行為
等の手続き）予約開始：11/1（水）8時30分～ 11月17日（金）14時～16時
消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般） 月～金曜日9時～16時 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820

合同相談

（行政相談・人権相談）

　♦移動県民相談も同時開設

11月14日（火）、28日（火）10時～12時 本庁舎 2階 市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

♦11月16日（木）10時～12時 大平総合支所 1階 相談室
♦11月20日（月）13時30分～15時30分 藤岡総合支所 別館2階 会議室
12月19日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 大会議室
11月28日（火）13時30分～15時30分 西方公民館2階 小会議室
12月21日（木）13時30分～15時30分 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120-46-7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218
いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時

※土日祝日･時間外は事前に予約が必要
本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日9時～16時 本庁舎家庭児童相談室（子育て支援課内）　☎（21）2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時30分～17時15分

本庁舎子育て支援課☎（21）2227　
※左記以外の時間は☎189（児童相談所全国共通ダイヤル）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日9時～16時 本庁舎子育て支援課　☎（21）2229
障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
　※事前にお話を伺います。

第2木曜日（次回11月9日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113
第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246
もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談） 11月10日（金）10時～11時30分 西方公民館 １階多目的室

栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246

令和5年度 とちぎまるごと創業プロデュース事業

創業塾創業塾
２０２３２０２３
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と ち ぎ 創業
アトリエ
２０２３

とちぎとちぎ

エア

　創業をするにあたって栃木市内の貸し物件を借りる
際のポイント等を専門家と一緒に見て、学ぶことがで
きます。創業を目指す方のご参加をお待ちしています。
※詳細は２次元コードから市ホームページをご覧くだ
さい。
場所 栃木市市民交流センター（入舟町）会議室１
定員　10人

　創業経験者からお話を聞いたり、創業に関する相談
ができる場所として、創業を目指す方のバックアップ
をいたします。ご参加をお待ちしています。
※詳細は２次元コードから市ホームページをご覧くだ
さい。
定員　８人

11 月 5 日（日）

10 時～ 15 時 30 分
11 月 15 日（水） 14 時 30 分～ 16 時

12 月 13 日（水） 18 時～ 19 時 30 分

1 月 21 日（日） 14 時～ 15 時　全 3 回

両イベントの共通事項

対象　・地域課題解決型創業支援補助金対象者（申請予定者含む）
　　　・２年以内に創業を目指す方　等
費用　無料

栃木
市で

　創
業し
よう
！

と ち ぎと ち ぎ

栃木
市で

　創
業し
よう
！

問 商工振興課　☎（21）２３７２

栃木市・渡良瀬バルーンレース２０２３
～渡良瀬遊水地の空に、色とりどりの花が咲く～～渡良瀬遊水地の空に、色とりどりの花が咲く～

競技開始時間　1～2日は６時40分と14時 30分、3日は６時40分のみ
場所　　　　　藤岡渡良瀬運動公園（藤岡町藤岡）
競技内容　　　熱気球の競技は、おもに機体をゴール（ターゲット）にどれだけ
　　　　　　　近づけるかを競うものです。空中から投下したマーカーと、ゴー
　　　　　　　ル（ターゲットの中心）との距離が近いほど高得点が得られます。
　　　　　　　タスク（競技内容）は２０種類あります。各競技前に計測した
　　　　　　　風の結果や気象状況をもとにどのタスクを行うかが決まり、
　　　　　　　競技直前に天気図や競技内容が選手に伝えられます。

1212 月月 11 日 (日 ( 金金 )) ～～ 33 日 (日 ( 日日 ))　渡良瀬遊水地を舞台に熱気球のトップパイロットたちが、
最大５回の競技フライトを行い、腕を競います。他に熱気球
係留（事前申込制・有料）、夜空に輝く幻想的なバルーンと音
楽の競演「バルーンイリュージョン」などを開催する予定です。

問渡良瀬バルーンレース実行委員会
（観光振興課内）☎（２１）２３７４

栃木県誕生 150年記念事業栃木県誕生 150年記念事業

2023 熱気球ホンダグランプリ最終戦2023 熱気球ホンダグランプリ最終戦
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